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第４６回 

岐阜県国土利用計画審議会 

議 事 録 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

日時：平成２５年２月２５日（月）10:30～11:00 

場所：議会西棟 第３会議室 
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【事務局】 

 少し時間が早いですが、皆様お揃いになりましたので、ただいまより、第４６回岐阜

県国土利用計画審議会を開催させていただきます。 

 本日は、大変お忙しいところ委員の皆様方にはご出席を賜りありがとうございます。

開会に当たりまして、佐々木都市建築部次長からごあいさつ申し上げます。 

 

【都市建築部次長】 

 本日は、委員の皆様方におかれましては大変お忙しいなか、ご出席を賜りましてまこ

とにありがとうございます。申し遅れましたが、私都市建築部次長の佐々木と申します。

本日、部長、所用がありまして、代わりまして開催に当たってのご挨拶をさせていただ

きたいと思います。 

 委員の皆様には日頃より県の都市建築行政、更には県政全般にわたりまして格別のご

指導、ご協力を賜りまして、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。 

 この岐阜県国土利用計画審議会でございますけれど、県土利用の将来像を示す国土利

用計画や、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律などの各個別規制法と連携い

たしまして、県内の土地利用の基本的な方向付けを行う土地利用基本計画をご審議いた

だくというものでございます。 

 委員の皆様におかれましては、昨年度、平成２３年４月から平成２６年３月までの３

年間の任期ということで委員をお願いしているところでございます。在任中には、それ

ぞれのお立場で土地利用行政についてご指導を賜わりますよう、お願いを申しあげる次

第でございます。 

 さて、本日、審議をお願いします案件につきましては、土地利用基本計画の計画図の

変更でございます。これは、県下６箇所の土地利用の変更についてご審議をお願いする

ものでありまして、農業地域の縮小１件、拡大１件、森林地域の縮小４件でございます。



3 

 

詳細は後ほどご説明させていただきますけど、委員の皆さま方には、本日はご審議のほ

どよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

 

【事務局】 

 それでは、続きまして、審議に入らせていただきます前に、配布資料の確認をさせて

いただきます。はじめに次第がございまして、続きまして、配席図、出席者名簿、次に

資料１と右の方に書いてありますホッチキスでとめてある資料１。続きまして、これも

ホッチキスでとめてあります資料２がございます。最後に、参考ということで審議会条

例、裏側に運営規程ということで資料のほう用意させていただいております。資料のほ

うよろしかったでしょうか。 

それでは、委員の皆様方のご紹介につきましては、お手元の配席図、出席者名簿をも

って紹介に替えさせていただきたいと思います。 

 続きまして、司会をさせていただきますけど、座ってさせていただきます。よろしく

お願いします。 

それでは、議事に入りたいと思います。現在の委員数は、１５名でございますれれど、

本日の審議会には、１５名中１３名ということで半数以上の委員の方にご出席いただい

ておりますので、審議会条例第５条第３項による定足数に達しております。よって、本

審議会は成立していることをご報告させていただきます。よろしくお願いします。 

 審議会条例第５条第２項の規定によりまして、会長が議長となるとされておりますの

で、議事進行につきましては、大野会長さん、よろしくお願いいたします。 

  

【大野会長（議長）】 

 大野でございます。ただいま、事務局から説明がありましたように、議事の進行をさ
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せていただきます。ご協力をよろしくお願いします。 

 それでは、まず、はじめに、運営規程において、審議会の議事録について会長及び会

長が指名した委員２名が署名するということとなっております。 

 会長が指名する委員としまして、水野委員と川合委員 よろしくお願いします。 

 つづきまして、知事から諮問のありました（１）の土地利用基本計画図の変更案につ

いて審議に入ります。事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

  （土地利用基本計画図の変更案について説明） 

  ５地域区分の統括として、農業地域の１haの縮小と１haの拡大、森林地域の３１

haの縮小となっています。 

  市町村別では、可児農業地域が、工業用地として整備されていることによる１ha

の農業地域の縮小と農業ため池の移動による１haの農業地域の拡大となっています。 

  関森林地域が、資材置場としての利用が進んでいることによる２haの森林地域の

縮小となっています。 

  白川森林地域が、射撃場用地としての利用が進んでいることによる１haの森林地

域の縮小となっています。 

  多治見森林地域が、事業場用地として整備が進んでいることによる１３haの森林

地域の縮小となっています。 

  高山森林地域が、農地として利用が進んでいることによる１５haの森林地域の縮

小となっています。 

  本審議案件は、農業地域と森林地域に係る変更ですので、県の農政部局・林政部局

との調整を終了した上で審議案件として御提出しています。 

  また、国土利用計画法の規定により、関係市町の意見聴取手続きがありますが、す
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べての市町から意見なしと回答をいただいております。 

  

説明は以上です。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【大野議長】 

 事務局から説明がありましたが、説明の中で聞き取れなかったところを確認させてい

ただきます。修正個所が１箇所あるとのことですがどこですか。それからもう一つ、高

山のところが、森林がどのように変わったのでというところが聞き取れなかったのでも

う一度お願いします。 

 

【事務局】 

 可児市のところですが、ここの拡大のところが、整理番号２の拡大面積、今ここには、

１ヘクタールと書いてありますけど、配布資料には、１という数字が抜けています。資

料２の５ページの上の段です。それから、高山市のもともと農地として千町牧場として

使われているところで、森林地域だったのですが、根こそぎ木を取ってしまい、牧草の

種をまいたということで、今後、森林としては使わないということで、農地専門という

か牧草地としていくということで、今回森林から抜かさせていただいております。 

 

【大野議長】 

 千町牧場という固有名詞なんですね。 

 

【事務局】 

 そうです。 
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【大野議長】 

 委員の皆さま何か質問とかがございましたら、ご発言をお願いします。 

 

【石川委員】 

 よろしいですか。３番から６番の森林地域の縮小ですが、追認になると思うのですが、

これら地域はどのような形でこういう風に変わっていったのかわかりますか。何年ごろ

からとか。 

 

【事務局】 

 はい、整理番号３の関市は、林地開発が平成２３年に行われ、平成２４年に完了して

おります。整理番号４の白川町ですけど、町の事業でしたので、連絡調整という形です

けど、平成２２年に連絡調整を行い、事業期間は平成２３年８月までになっております。

整理番号５の多治見市ですが、林地開発許可は平成３年ですが、完了確認は平成２４年

３月にしております。整理番号６もこれも市の事業でしたので、連絡調整という形です

が、平成２２年８月に連絡調整をして、事業期間は、平成２４年３月となっております。 

 

【大野議長】 

 他にご質問ありませんか。 

 

【川合委員】 

 はい、４番の白川森林地域が射撃場用地ということですね。近年、獣害が増えてきま

した。高齢化で射撃する人数が減ってきている時代、こういったところをうまく国体に

ひっかけて利用していただけるのは良い事だと思います。利用状況等わかりましたら。 



7 

 

 

【事務局】 

 大変申し訳ないのですが、わかりませんので、利用状況というのは、この国体に向け

て射撃場を拡大して出来たものの今後のということでしょうか。 

 

【川合委員】 

 そうですね、そこに事務所等を設けて射撃人口を増やすための努力はなされていくの

でしょうか。現在、獣害対策として増やしたいムードの中、どういう方向で今後活かさ

れていくのでしょうか。 

 

【事務局】 

 白川町としてというか地域全体として射撃場を地域の発展や人口の増とかそういう

ことにどういう形で使っていく方針がたてられているかということでよろしいでしょ

うか？ 

 

【川合委員】 

 町としてこれから白川森林地域が射撃場用地という形に変えて、やってかれるのです

ね。 

 

【事務局】 

 そうですね。国体で、地域の皆様がスポーツで連携が生まれ、それを利用しながら地

域の発展へつなげていこうというのが岐阜県の考え方の一つでもありますので、当然そ

の方向で、県と市町村が連携しながらということですね。 

 



8 

 

【川合委員】 

 はい、ありがとうございます。 

 

【大野議長】 

 ほかによろしいでしょうか。それでは、ご意見がないようでしたら、この案が適当か

どうかということをお諮りしたいと思います。 

 この案が適当であるということで答申してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の発言） 

 

ありがとうございます。それでは、土地利用基本計画図の変更案について、了承をい

ただきました。 

 これをもちまして本日の議事はすべて終わりましたので、事務局のほうにお返しした

いと思います。どうもありがとうございました。 

 

【都市政策課長】 

 本日は、お忙しいところ、貴重なご意見、ご審議ありがとうございました。 

計画図の変更につきましては、本日、ただいま了解をいただいたということでござい

ますので、今後の作業を進めさせていただきたいと考えております。 

それでは、今回をもちまして、本年度の審議会は終了させていただきます。ありがと

うございました。 

 今後ともさまざまなご助言、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

 どうも本日は、ありがとうございました。 

 

 


